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事務局（品田） 皆様おはようございます。本日はお忙しい中ご出席いただきま

して誠にありがとうございます。 

ただいまより令和６年度第５回史跡陸軍板橋火薬製造所跡整備

専門委員会を開催いたします。 

それでは本日ご出席の皆様をご紹介いたします。 

波多野純委員長でございます。 

鈴木淳副委員長でございます。 

鈴木一義委員でございます。 

小野良平委員でございます。 

大森整委員でございます。 

斉藤博委員でございます。 

槌田博文委員でございます。 

三輪紫都香委員でございます。 

またオブザーバーとして文化庁文化資源活用課の小野友記子文

化財調査官、東京都教育庁地域教育支援部管理課の平田健様、お

二方ともＺＯＯＭでご参加をいただいております。 

本日は史跡整備にご協力いただいております文化財保存計画協

会の木下様、辻様、麻生様にもご参加をいただいております。 

それでは本日の資料の確認をさせていただきます。 

まず資料の１番として、令和６年度第４回専門委員会審議概要

がございます。 

全体整備計画案ですが、机上配布のＡ３の資料が資料２になり

ます。 

３番目として石神井川南岸エリアの土地形状についての資料が

ございます。Ａ３のもの、地図の合わせ図が一番上にあります。 

それから４番目として、岩鼻火薬製造所跡の視察報告の写真資

料がございます。 

以上が本日使用する４点の資料になります。この他机上に前回

会議の議事録と資料館の今年度の紀要を配布いたしましたので、

お持ち帰りご一読いただきたいと思います。 

過不足等ございましたら大変恐縮ですが事務局までお申し出い

ただければと思います。 

なお会議録を作成する関係から議事の内容を録音させていただ

きますのでご了解のほどよろしくお願いいたします。 

それではこれからの進行を波多野委員長にお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

波多野委員長  では早速始めさせていただきます。 

議題の１番目の振り返りからお願いします。 

事務局（品田） それでは、資料の１番になります。前回会議の審議概要につい

ての振り返りをさせていただきます。 

１つ目の前回の振り返りですが特段の質疑応答がございません

でした。 

２つ目のフクゲンの定義についても特段の質疑応答はございま

せんでした。 

３つ目の遺構・建造物の活用方針について、３点大きな意見が

ございました。１つ目、ガイダンスというとあまりイメージがわ

かないので、史跡ミュージアムと産業ミュージアムという区分け

がよいのではないか。２つ目、ミュージアムとパークの関係を棚

上げしているので、それぞれの位置付けとそれをどう具現化する

かという点が見えにくい状態になっている。それから３つ目、デ

ジタルミュージアムのお話をさせていただきましたが、理解を深

めるという点で非常に重要な位置付けであり、世界中の研究者と
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の交流が期待できるのではないか、というご意見をいただいてお

ります。 

４つ目の議題の遺構・建造物の整備検討で、２つ大きなご意見

をいただいております。１つ目は、理化学研究所の修景が大きく

変わった時期や、その利用の内容がわからないと整備方針が決ま

らないと思う。２つ目、理研の改変はそれ自体が建築の歴史とし

て重要であるから、現状そのままを維持するのも整備の１つの方

法ではないか、というご意見をいただきました。 

５つ目の議題、石神井川南岸エリアの土地履歴について、前回

は調査中とお話させていただきましたが、今回は具体的な資料を

提示してご説明をさせていただきたいと思います。 

この他、オブザーバーからのご意見が４点ほどございました。 

１つ目、フクゲン整備については年代感をはっきりさせてから

検討して欲しい。２つ目は部分部位設定に関して、次回以降旧理

化学研究所の設計の話が入ってくるかと思いますが、その際にど

の部分部位に価値があるのかという設定をもう１回やろうという

お話があったのですが、これを会議でやると時間が足りなくなっ

てしまうのでワーキンググループ等を活用して効率的にやった方

が良いというご意見がありました。それから３つ目、火薬製造所

としての本質的価値を理研整備の中にどのように入れていくかが

重要であるということで、基本的には理研の建物はスタートとし

ては火薬製造所の建物ですので、この中に理研の価値というのを

どのように入れていくのかを検討してほしいというご意見があり

ました。それから最後に今後、史跡の運営の中で調査研究、学芸

などを積極的に取り入れて研究を続けていきたいとお話をさせて

いただいたのですが、自治体としてスタートはこういうことをや

りたいというところは多いのですが、全うできるところが多くな

いので持続可能な取り組みをつくって継続できるようにやってい

ただきたいというご意見をいただいたところでございます。 

以上が前回の審議概要でございます。 

波多野委員長 以上、振り返りですが、何か修正すべき点等ありますでしょう

か。このまま進んでよろしいですね。 

では次の議題、遺構・建造物整備のまとめですが、東京都の平

田さんが１１時までということで、お話いただく中、途中で止め

ることがあってもお許しください。 

事務局（品田） それでは２番目の議題で、遺構・建築物整備のまとめでござい

ます。令和６年度第１回目から、史跡の中の遺構・建造物をどの

ような形で整備をしていくのかという話をさせていただいて、前

回までに一定の方針が出たと思いますので、その方針の中で具体

的にどういった形で整備をするのかについて、文化財保存計画協

会さんと区で連携し、整備案を作ってきたところでございます。

本日文化財保存計画協会さんがいらっしゃっておりますので、ご

説明をいただき、個別具体的な内容につきましてこの場で協議を

させていただきたいと思っております。それでは文化財保存計画

協会さんにお願いしたいと思います。 

文化財保存計画 

協会  木下氏 

私どもは板橋区さんから基本設計方針の支援という形で、1 年間

かかわらせていただきました。今まで基本構想、保存活用計画、

それに基づいた整備計画をお出しされており、それに基づいて次

の段階として基本設計に移るわけですので、前段として今年度は

基本設計の方針という形で、どういう形がいいのかといったとこ

ろを板橋区さんと協議をして参りました。その中で、今日お出し

しました資料は、保存を大前提とした上で全体の平面図、それも
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全体の動線であるとか、その管理の範囲であるとか、園路、その

あたりが非常に関連してくるところでございますので、図面で表

させていただきました。 

整備対象年代が非常に重要になろうかと思いますので、史跡地

として戦後をベースにしながら、かつ理化学研究所の跡において

は、昭和４０年代までの宇宙線の実験、研究が行われていたとい

うところも非常に重層的な価値としてありますので、そういった

ところを含めて活用、整備をどうするかといったところでまとめ

たところでございます。 

一つ一つご説明すると時間もかかると思いますので、概略にな

りますけれどもご説明をいたしまして、先生方のご意見をいただ

ければと思っております。 

最初に全体整備計画でＡ３の資料でまとめております。現状野

口研跡をＡ地区、加賀公園をＡ’地区、理化学研究所をＢ地区と

して整備計画の段階で設けられておりましたので、それに基づい

て、地区ごとの特徴や内容をまとめております。それで全体をま

とめていったというところになります。 

全体計画ですが、当然ながら遺構の保存、保護を最優先すると

いうところを大前提にした中で、歴史的建造物の積極的な活用を

図るということでとらえております。それから史跡地の陸軍板橋

火薬製造所跡の本質的価値の顕在化と、それから歴史的重層性及

び多様な価値の保存を図るというところで考えております。それ

から史跡地内の地区別ですが、加賀公園の方は一般の人たちに史

跡地であるという認識も薄れているところもございますけれど

も、この公園を史跡地と一体だと議論していたというところをわ

かってもらうためにも、一体的な整備という形も意図しながら整

備計画を知ってもらわなくてはいけないと思っております。 

それから、史跡地周辺の環境と景観を配慮した整備、それから

親しみやすさであるとか、わかりやすい史跡整備を目指すことに

なろうと思います。当然ながら整備するわけですので、皆さんが

おられる中では史跡地内の安全には十分考慮する必要があると思

っております。そういった中で全体整備計画を絵としてあらわし

ましたけれども、一番大きなところでは、野口研と加賀公園の間

に南北間で通路として今利用されております部分にもつきまして

も、今年度、区の方で地区住民のヒアリングを２回ほど行ってお

ります。そのときにこの南北間の横断についてはあまり支障ない

のではないかというお声もありましたので、ここの部分は北側と

南側の土塁をそのまま加賀公園側に延長して、それで射垜とつな

げるという計画にしております。現状の南北間の通路が遮断され

ることになりますので、今の動線が大きく壊れることになります

から、そういった中でどう動線を確保するか。それから西側にマ

ンションがございます。南側に歩道があるわけですけれども、史

跡境界のところで途切れるような形になって連続していけないと

いった現状もございます。そこをできるだけ自由に、通行可能な

空間とすれば、史跡地にも非常に親しみやすく、歩きながら確認

をしてもらえるのではないかと思っておりまして、王子新道側の

境界のあたりについては、これも発掘の遺構の状況次第ですけれ

ども、今のマンションの南側の歩道と一体とした連続する通路と

して確保したほうがいいのではないかと思っております。 

そうすると管理をどうするかといったところにも派生をしてい

くわけですけれども、王子新道側にコンクリートの擁壁と柵があ

って、完全に遮断をされて史跡地に入れないような状況にもなっ
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ておりますので、そういったところも 1 つクリアしたらどうかと

思っております。また野口研に入ったらまた戻らないといけない

ので、これもスムーズに北側の理研側に行けるように、何らかの

開口部というか出入口を設けて、スムーズに向こうに行ける出入

口を設けたらどうかといったところで、北東の隅のほうに出入口

を設ける計画をしております。 

それからこれはまた後程説明をいたしますけれども、遺構とし

て弾道管が残っております。ここも中央部と西側が少し解体され

ていますので、ここも本来の史跡整備としてわかりやすい整備と

いう形で、この弾道菅については、今壊れているところを補修し

て復元をして建物にくっつけたらどうかという計画にしてござい

ます。そうすると、今野口研の出入口にブランコや広場があるの

ですけれども、あの辺りからメインの入口を設けて中に入らせよ

うとすると、北側にすぐ行けない状況になります。そうすると建

物に入った中で北側に行く形になりますので、今階段下がトイレ

になっておりますので、ここが抜けきれずに西側に抜けるしかな

いというところになります。マンションの方への配慮としてあま

りここを出入りするというのもどうかといった話もございますの

で、階段下の後でつけられたトイレは、ここに当時出入口があっ

たわけですので、ここを復元してここを出入口にして北側に行く

という方法をルートとして確保したらどうかと思っております。 

それから北に向かって、南側に土塁が一部なくなっているとこ

ろがございます。この土塁が、これも調査結果した結果によりま

すが、あったことはわかっておりますので、本来の囲われた空間

を示すように、土塁の復元を考えております。 

それから加温貯蔵室です。これも後程説明いたしますが建物と

してかなり傷んでいるところありますけれども、来訪者が歩いた

ときに、急激な雨が降ったときの一時的な雨宿りに利用・活用で

きると思います。そういった意味では、この中も開放的にして、

雨宿りもできるし部分的な展示としても利用したらどうかという

ふうに思っております。 

それを見て北東隅からスロープで北側の遊歩道側に下りて、そ

れから橋を渡って北側の理化学研究所に向かうことを想定してお

ります。 

それから、野口研と加賀公園は一体として機能していたという

ことがわかっておりますが、現状はなかなか加賀公園が史跡地で

あったということを認識されていない方がいらっしゃいます。そ

ういった意味では、加賀公園の北側に法面にコンクリートの遺構

が残っております。それだけではどういう理由でそこに残ってい

るかということがわかりにくいと思いますので、常温貯蔵室が下

にあったというところを表現すれば、説明版と一体となった整備

が可能でわかりやすくなるのではないかなと思っております。 

軌道敷遺構も何回か調査をして残っているところは確認をされ

ておりますので、仕様はまだはっきりわかっておりませんけれど

も、ここの軌道敷跡をうまく表示してあげれば、一体として動い

ていたといったことと、広域なエリアとしてあったというイメー

ジをしやすくなるという形で、軌道敷跡は史跡地の西側から加賀

公園南側まで延長して表示をしたらどうかと考えております。 

それから、橋を渡ってぐるりと東側に歩いて史跡地に向かうこ

とになると、非常に移動距離が長くなりますので、橋を渡ってで

きるだけ近い移動距離でその北側の理化学研究所につなげたいと

思っています。 
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Ｂ棟の南に、敷地を下げたエリア部分がございます。この部分

は、歩道から１．４メートルほどの高さになっておりますので、

遊歩道をうまく活用すれば、スロープをここに設けて理化学研究

所に入れるのでないかと思いますし、Ｂ棟とＣ、Ｄ、Ｅ棟に南側

から入れるようにする。当然ながら今の出入口も利用するわけで

すけれども、そういった形で利用したいと思っております。 

建物のほうに行く方もいれば、東側の広場、マイクロ加工棟が

ある建物が広場として計画をしておりますので、そちらの方にも

行けるとなると利便性が良くなるのかなと思っております。 

全体としてはそういった構成で整備の内容を詰めていったとこ

ろになります。 

次のページに動線計画としてまとめております。先ほど言った

説明の流れを矢印で示してございますけれども、史跡地の南側に

ついては、歩道と連続して利用してもらうべく、史跡地内の境界

を明確にした上で、園路的な扱いで歩いてもらって、それで東に

抜ける。或いは史跡地の野口研究所、Ａ地区のほうに入ると、そ

ういった選択肢が広がり、より接続しやすくなるのかなと思って

おります。これもまた、野口研究所に入るにあたって後程協議す

ればいいかと思いますけれども、料金を取ることになると受付と

かの問題が出てくるわけですけれども、今の段階では先ほどのメ

インの入口から入り、それで建物の中に入って、北側の出入口か

ら入って北側に行く。それから発射室のところは遺構表示をした

いと思いますので、そこに立ってもらって、本来の露天式の発射

場の空間を体感してもらって正面に射垜の遺構を見てもらうとい

うことであれば役割であるとかが非常にわかりやすくなるだろう

と思います。それから北に向かって、遊歩道沿いに歩いて北東隅

からスロープでおりる。そして橋をまたぐという形になります。 

加賀公園側は今の広場もそのまま、軌道敷の平面表示として利

用しますので、遺構の保護をした上で平面表示をして、そのまま

そこを通路としても利用するとしたことも考えられるのではない

かなと思いますし、そのまま回る形になりますけれども、スロー

プで橋のところまですり合わせる形で、つなげていったらどうか

というふうに思っております。加賀公園については大きく使えま

せんので、現状の階段等の改修がメインになっていくと思います

し、展望台もございますので、そのあたりもどうするか、整備を

していくことになると思います。 

それから北側に行きまして、遊歩道からスロープで理研側の南

側に上がってそれから各々建物に入る人、それから広場に行く人

というところの動線が確保できるかなというふうに思いますし、

一方で今の道路側から入るところもうまく生かしつつ、Ｄ棟につ

いては玄関が残っておりますので、そのまま屋根が変わっている

ところの復元をして本来の玄関という形で利用してもらえればい

いかなと思いますし、建物の間にトイレがございますがここも後

程お話をしますけれども、トイレも必要になってきますが、今こ

こでは一応北側からの入口としてどうかというところで、広場的

なところで考えております。 

次のページが、管理計画であります。 

これも、先ほどの動線と管理で関係してくるところですけれど

も、管理につきましては、擁壁の南側の 1 つの区切りとして何ら

かのフェンスなりで区画をすると。北側は北側で、今のフェンス

は変えるにしても、何らかの転落防止も含めた柵が必要だろうと

いうふうに思いますので、青点線が 1 つの管理するエリアになる
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と思います。西側につきましては、既存のコンクリートの擁壁と

高いアルミの柵が設けておりますので、それは今のままという形

になります。それから、野口研側につきましては加賀公園の南西

隅の方がメインになりまして、西側の方はこちらも、西から来た

人にとってこちらも 1 つの入口として中に入ってもらうとことも

考えております。それから野口研に入った方が北側に出るにあた

っては北東の隅、先ほどスロープを設けるところにしたところで

すけれども、ここにもゲートが必要になってくるかなというふう

に思います。理研側ですけれども、ここもスロープで上がる南側

に１つゲートが必要になりますし、東側から入ってこられる方に

ついては今の出入口がありますけれども、そこにも 1 つ東側から

来られる方のゲートが必要になってくるかなと思います。理研側

の北側道路沿いですけれども、ここも正面にも入口を設け、Ｄ棟

のれんが造の建物の玄関から入る方法もあると思います。囲いと

しては、今南側に２メートルほどの高いネットフェンスがありま

すけれども、ここも対岸の野口研の視認性などを考えると、もう

少しすっきりした低目の見やすい、安全性の高い手すりが必要に

なると思いますし、それだけでは安全性を確実に確保できないと

いうことであれば、内側に低い植栽をして、転落防止等には最善

の施設を設けたらどうかというふうに思っております。それが

ゲートっていう形になって、このあたりも、かなりゲートが多く

なったりすると、管理をどうするかという問題にもなっています

ので、これは順次協議して詰めていかなければならないとい思っ

ております。 

それから、園路・広場計画になります。これも全体計画の中で

妥当性に絡めて審議していただくことになりますけれども、こう

いった形で園路を設けています。この身障者の方が車椅子などを

利用することになれば、何らかの園路として、ハード的な園路が

必要になるのかなと思っております。最大限そういった方にも配

慮した整備内容にしたらどうかと考えております。それから園路

と同時に広場を設けなくてはいけないと思っております。野口研

側につきましてはメインの入口の手前に、広場的なスペースが必

要だろうと思いますので、ここの部分に広場を設けるべきだろう

と思いますし、加賀公園側にも展望台がございますので、これも

将来的にどうするかというところもあると思いますけれども、そ

のまま生かす方向で広場として、この加賀公園を利用してもらえ

ばどうかと思います。それから北側の理研側の史跡地の東側です

けれども、これも広場として活用を考えているといった板橋区の

意向でもありますので、ここは広場として利用したらどうかと思

っております。大体面積的には４７０平米ほどの面積が確保でき

るのかなと思います。広場１については大体２００平米程度確保

できるかなというふうに思っております。 

史跡地内の内部の園路の設計については、内部に樹木等もあり

ます。保存する樹木もあり、その樹木を避けながら園路を設ける

っていう形になりますので、少し曲がりくねったといいますか、

それを避けながら園路を設ける形になっていくのかなと思ってお

ります。それから、今後史跡整備、保存をする中でいかにわかり

やすく利用してもらえるかについては、園路を設定した沿いに遺

構の説明板であるとか、入口には案内板を設けてより理解をする

ための助けになるのではないかと思いますので、それぞれ特徴的

な遺構については、適宜説明板を設けて説明をされていくほうが

いいと思いますし、当然ながらエリアも広いということもありま
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すので、ここも適度にベンチを設けて、休憩をできる施設が必要

かなと思います。 

先ほどの広場のところで、全体計画にも関わることですけれど

も、理化学研究所の東側の広場については、マイクロ加工棟がご

ざいます。これは昭和５０年代に建設された建物で板橋区はこれ

を解体する計画ではございますけれども、全体を見たときに広場

なり史跡を利用するときには、歩く距離もありますし広いという

こともありますので、何らかの便益施設が必要だろうというふう

に思います。そうなったときに、マイクロ加工棟も全部ではなく

一部残した上で、トイレ、便益施設、休憩場として利用できない

かということも考えております。 

全体をざっと関係性のあるところの説明をさせてもらいました

が、引き続き地区別の、整備の内容そのあたりの説明をしたほう

がよろしいでしょうか。 

波多野委員長 ちょっと止めましょう。 

平田さんの時間があるということでお話いただくのですが、そ

の前に極めて重要なこととして板橋区としての方針、内容、具体

的に何が問題かは後で申し上げますけれど、板橋区としては、こ

の案をつくる際、例えばこの委員会ではコンセプトレベルのこと

しか議論できてないのだけれど、それを逆に発注する立場として

何を要求したのか。 

ちょっと難しいことを聞いてしまって申しわけないのだけど、

その辺のストーリーをつないでいただかないと、どうも分からな

いのではないかという気がします。 

事務局（品田） 委員長のご質問ですけれども、区としてはまずこの史跡を保全

するということが一義的に出てくると思いますので、いかにこの

現状の遺構や建造物を保存していくのか、これについて考えてい

くことのたたき台として依頼をしたところでございます。さらに

その先の部分ですが、この史跡を活用するにあたって当初からこ

の史跡は公園にするというようなお話が当初から決まっていたと

いうか、そういった方針があったというところで、その公園にす

るための与条件の整理として、動線であるとか広場の計画である

とかというところを案としてお出しをいただいたところでござい

ます。 

今後の進め方としましては、まず遺構の保全、遺構・建造物の

保全のための設計というのがスタートで、それぞれＡ地区、Ａ’

地区、Ｂ地区の遺構・建造物の保全についての審議をこちらでお

願いをしたいと考えております。 

それからランドスケープにつきましては、改めて活用という面

で、この史跡をどう活用すれば公園として、憩いの場として設定

ができるのかというところは、これは別の話になるかなと思いま

すので、まず遺構の保全についてスタートをさせていただきたい

と思っているところでございます。 

波多野委員長 その部分をもうちょっと詰めて伺いたいと思っていました。ど

ういうことかというと、１ページ目の図で出てくる園路は、使う

ための園路だろうか。それとも火薬研究所のときに通路としてあ

ったものなのか、その仕分けがされていない。つまり、遺構とは

何かと言ったときに、目に見える建物だけではなくて、例えばす

でに発掘調査によってわかってきた成果として、軌道敷がある程

度復元されようとしている。だったらこの、特にＡ地区で道はど

うなっているのだろう。この道は単に活用だけの道なのか、それ

とも具体的に建物と建物をつなぐ、その機能を説明しうる道なの
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か、その辺の態度がはっきりしないと、これでいいです、終わり

ですと議論したところで、これでは不便だという議論に対して、

正確に反論できないという問題を起こしているという気がするの

です。 

その辺はこれから詰めるという約束でいいのか。 

事務局（品田） 委員長がおっしゃられたとおりでして、現状でそれぞれの機能

自体がわかってないというところと、特に南側の野口研究所エリ

アにつきましては、基本的には火薬研究所として独立していたエ

リアというところもあって、機能上における動線というのがはっ

きりしないところが現状であります。 

平面図を見たところで、その動線も出てこないというところも

ありまして、これについては今後の研究によるのかなと思います

が、現状で設定させていただいているこの動線案とかっていうの

は、やはりどちらかというと活用面に振ったような内容になるの

と考えております。 

その活用も、この史跡をきちんと理解をしてもらうための活用

で、動線を引かせていただいている部分がございます。今後それ

がわかれば、例えば明治時代は中村新之介君の研究でも敷瓦が敷

いてあったというところがあったようにお聞きしているところも

あるので、そういうところが分かれば、そういう動線も表現して

いかないといけないとは思うのですが、現状そこまでの研究が進

んでないというところで、さりとて公開を開園するときには当然

動線が必要だというところで、案として出させていただいている

ところになります。 

今後ランドスケープの検討もこちらの委員会でやることになる

と思いますが、これとあわせて史跡としての動線というのは別途

検討するというところで、今回ご了解をいただければと思ってい

るところでございます。 

波多野委員長 これから順番につめていきたいと思います。 

時間がありますので東京都の平田さんご指導いただけますか。 

東京都 平田氏 ただ今ご説明いただいたこと、それから波多野委員長からお話

を頂いたことも踏まえて、それでも私が理解できなかったのが、

結局この史跡板橋陸軍板橋火薬製造所のコンセプトというでしょ

うか、何を見せたいのかということが正直わからない。今お話を

伺って、ここの魅力が何で、その魅力を伝えるために、どういう

形で来館者に見ていただくのかという流れがよくわからない。こ

のあたりが整理できていない。つまり動線というのが単に回る順

のような気がしました。従って、そもそも整備年代を終戦時、昭

和４０年頃というところに設定されていますけれども、これは適

切なのでしょうか？ 

それからもう 1 つは射垜の部分で、今公園として使っていると

ころを閉鎖してでも整備するとおっしゃっておられますが、整備

に耐えうる根拠があるのかどうか。このあたりがきちんと整理で

きていないと、計画として作ってしまったのはいいけれども、結

局資料がなくて復元できなかったっていうケースがよく見受けら

れます。この点は整理をされた方がいいのではないかと思いまし

た。それから遺構の保全についての審議がメインだというふうに

おっしゃっていましたけれども、そこの部分とお出しされている

資料では乖離があるというのが率直な意見でございます。 

波多野委員長 それを踏まえて、少し皆さんのご意見を伺いたいと思います。

よろしくお願いします。 

鈴木淳副委員長 この計画で、全般的にその土塁の中の南北向きの土塁を復元す
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るとか、あるいは射垜の手前のところもつなげることで史跡の理

解を増すと、このあたりは昔の景観に戻すというか、復元的でか

つこのあたりにたくさん土塁が並んでいたという戦前の景観を彷

彿させる点でもなかなか良いと思うのですが、一面ちょっと保全

のほうで心配なところがございます。というのは園路ということ

で、例えばその加賀みどり橋のところに下りていくためにスロー

プが予定されているのだけど、ここの位置は当然土塁で囲まれて

いるので、建物があったわけですよね。当然そこの地面を掘れば

その基礎が出てくることは間違いないわけで。そこにスロープを

掘り込めるのだろうか。あるいはこれの北東側のＡ’地区の北側

の石神井川に面するところは歩道が広がるようになって既存の石

神井川沿いの歩道と園路が一体化していて、この絵は非常に快適

そうに見えるいい空間ができるように見えるのだけども実際には

ここに段差があるわけですよね。その段差をどう調整するのかと

いう問題があると思います。最後の紙、断面図があるのでわかり

ますが、先ほどの王子新道のところに接続するにしてもここも段

差があり、ここでも基本的に段差を解消するために、史跡地側を

掘削することになっているように理解しているのですが、史跡地

は基本的には、利便性のために掘削すべきではない。そこが明確

にある時期に公園の造成のために改変されたとか、そういう明確

な根拠があれば、だからこの土塁の間の射垜の部分はその公園造

成ときに埋めているから、それを復元するのはいいと思うのです

が。レベルをそろえるということを優先して、史跡の保全に対し

て危ういのではないかという疑念を抱きました。 

ちょっとまずその点、ご説明いただけますでしょうか。 

文化財保存計画 

協会 木下氏 

北東側のスロープのところですけれども、今現状がスロープで

抜けるようになっておりまして、そこの高さの関係で玉石積みの

土留みたいな形でされておりますので、そこは解消された現状の

スロープの幅を使って、新規のスロープを設置したらどうかと思

いますので、今のスロープより下までも、ということは多分しな

くてもいいのかなと思っております。当然、北側の土塁際につい

ては何らかの、土留めの擁壁、玉積み等が必要になってきますけ

れども、それ以外のところにつきましては、現状の今のスロープ

の幅をうまく利用しながら、新たにスロープをつけることまでは

しなくてもいいかなと思っております。 

それから南側の王子新道でございます。何回か発掘調査をされ

ておりまして、低くなっているということがまとめられておりま

すけれども、ここはもう少し詳細な調査をして、遺構のレベルを

確認する必要があろうかというふうに思います。現状でも歩道か

ら３０センチほど際のところで上がっておりますので、そのあた

りで遺構を確認して、ないということであればうまくすりあわせ

ながら、またスロープを保護した中で設けながら、軌道敷きの平

坦まで持っていけるのかなと今想定をしておりまして、連続する

ために切り下げるということは考えておりません。あくまでもそ

こは、スロープなりで園路を設けてつなげるといったところで考

えております。 

鈴木淳副委員長 この絵の北東部は、現状でもそこにスロープがあって、石神井

川の歩道までおりているってことですか。 

文化財保存計画 

協会 木下氏 

そうですね。今南側から北に抜けるときにスロープで降りるよ

うになっていますので、そのあたりのスペースをうまく使えば利

用できるのではないかと考えております。 

鈴木淳副委員長 ここより東側の、加賀公園北側の歩道が拡幅されているように
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見える部分っていうのは、高さのレベルとしてはどういうことを

想定しているのでしょうか。 

文化財保存計画 

協会 木下氏 

ここも軌道敷きのところで整備するにあたっては、まず現状の

レベルがほぼ遺構面であるということですので、ここは盛り土し

た上で北側に向かって、スロープでつなげるといった形で考えて

おります。 

そういったところで今の擁壁の際を少しいじめる形になると思

いますけれども、そこをうまくスロープですり合わせができない

かと思っております。 

鈴木淳副委員長 史跡地の中の計画を立てているから当然なのかもしれないので

すが、周りの高さを所与のものとしているわけだけども、史跡の

ことを考えたら、周りの歩道部分のレベルを上げたほうが合理的

なように思うのですね。その場合に全部別にそこを土で埋めろと

いうわけではなくて、ウッドデッキ的なものを作るとか、それで

全部の高さを上げなくてもある程度上げれば解消すべき段差とい

うのは少なくなっていくわけで、史跡地、そのスロープにしても

削らなくてはならないわけですから、周りの歩道側のレベル上げ

ということも考えたほうがいいのではないかと思いました。 

あとこの建物の中の便所をつぶして抜くということですけれど

も、それをやっても結局建物が開いているときしかここは通れな

いという形、或いは必ず建物を通らないとこの動線は成り立たな

くなるのだけど、この右側の弾道菅のところを今、多分その利便

性上、通行の利便のために切っているのですが、あれを復元して

しまうことというのは、もう少し慎重に考えたほうがいいのでは

ないか。例えば現状だと向こうが単に壁になってしまっているか

ら、繋がっていることが分からないのですが、建物の壁の側に少

し実際穴を開けるかはともかく外側に復元的に弾道菅の一部みた

いなものを復元していかにもその間を切っていますってことがわ

かりやすければ、復元と目的は達せられるのではないかと思いま

す。この南側のＡ地区で、ここでトイレがなくなってしまうと、

一応水洗便所時代のものなので、そのトイレを利用するというの

が、中を改装するにしても一番遺跡を傷めないというか、新しい

配管や何か必要としない点で、便利で合理的なのではないかと思

うのですけど。これをつぶして北側には便益施設作って、トイレ

という話がありましたけど、Ａ地区の側はこれから説明されるの

でしょうか。どういう形でトイレを確保していくのかということ

も含めてちょっと気になりました。 

鈴木一義委員 非常によく考えてこられたのだと思うのですけど、私も鈴木先

生が言われた射垜と土塁のところは、せっかくこの道、今最も利

便性よく加賀みどり橋のほうに行っているので、全部土塁を復元

するよりは、おっしゃられた通り展示効果として片面と両方が見

えて、そこを通れる方が多分活用としてはうまくいくと思います

し、経費的にもいいのではないかと思います。わざわざそこに土

塁をつくるよりは逆に最小限のもので、復元はある程度破壊にも

なってしまうので、そこの土塁をつくるよりは、現状のところを

そのまま生かした形で片面の遺構を発掘するなりで、出てきたも

のをどう活用して、こういうものが繋がっていたというのを見せ

たほうが効果的にもあるのではないかなというのが１つと、あと

これ全部囲ってしまっているので、史跡だから最初に考えるのは

全部囲ってしまおうということだと思うのですけれども、活用と

いう面から考えればより多くの人に、現状どの程度の人たちがこ

の加賀公園を利用しているかはわからないのですけれども、今後
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より多くの人にやっぱり利用してもらうとすると保存と活用の、

活用の部分も考えていかなければならないとなると、全部囲って

しまうよりは例えば土塁などはオープンにしても逆にいいのかな

と、できるところを少し限定して、と言いますか、守るというこ

とに固執してしまうと利用という、やはり多くの人に親しんでも

らう、やっぱり区民の方たちがここに来てもらって楽しんでもら

って、桜の季節は多くの人も来るでしょうから、この中に自由に

入ってくるような感覚の方が、そういう場所を増やしたほうが私

はここの目的としてかつてこういうのがあったことをより多くの

人に知ってもらえるのではないかということで、一律にこの青点

線で囲ってしまうよりは、必要なところは仕方がないと思うので

すけれども、もう少し検討した上でそのオープンのところはオー

プンにしたほうがいいのかなというちょっと気がいたしました。 

波多野委員長 まさにどこまで復元し、というところが重要な問題になってく

ると思うのですけど、１つ考古的な成果として教えていただきた

いのは、例えば銃器庫のあたりは随分地面がやせている。つま

り、僕は最初にもともとの通路、ちゃんとまず確認して申し上げ

ますけど、あの辺はもう土がやせて空中になっちゃっているので

すか。 

事務局（中村） 先生のおっしゃる通り銃器庫の前のところが基礎が露出してい

るような状況になっておりまして、あそこの状況はもともと汚染

土の除去工事を行った関係で、一度除去をしてから埋め戻しをし

て今の高さに合わせていますので、当時のグランドレベルが基本

的に失われているということになります。ですので当時の道や遺

構の関係は、現在のところわからないというところになります。 

一方で銃器庫ですとか発射室の土間というか基礎の高さは残っ

ておりますので、その部分はそこまで大きく変わるものではない

と思いますので、当時の地盤面として考えていいのではないかと

思っております。 

波多野委員長 そうすると今までの図面等、古い方の図面等のチェックによっ

て通路がある程度わかってくる。僕は活用の園路と歴史的な通路

を仕分けすべきだと、活用の園路を作ってはいけないと言ってい

るのではなく、仕分けすべきだと思っているので、その辺が可能

なのかどうかは、その絵図としてはどうなのですか。 

事務局（杉山） 火薬製造所構内の園路等の問題ですが、資料的には結構難しい

というのが正直なところでございます。一部、昭和に入りますと

自動車などが走りますので舗装をしているところがありまして、

舗装をしている箇所の記述があったり、あとは明治以来軌道敷が

走っていますので、軌道敷のルートなどが残っていたりしていま

すが、それ以外の場所についてどうなっていたか、どう園路が作

られていたかというのは、なかなか難しい状態でございます。 

波多野委員長 今後何とかしましょう。 

皆さんにご意見を伺わなければいけないけれど、もうちょっと

聞いておきたいのが、今土塁が２本ありますね。これはある程度

復元をするという話もありました。北側のほうの土塁の、西の外

れは確定ですか。それとももっと伸びているのにここで止めるの

ですか。 

事務局（杉山） 北側の土塁は現状残っているのはここまでですけれども、本来

はもっと西まで走っているものでございまして、現在の野口研究

所のあたりまで、まっすぐ長く伸びてございました。 

波多野委員長 そうですか。ちょうどここで止まっていると、常温貯蔵庫に弾
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がしまってあってそれから発射場へ持ち込むための通路がここに

あったというふうに読めるわけなので、ずっともう図面を見なが

ら機能を考えている。だからそれは誤解だと、きちんとしなきゃ

いけないと思うのですね。 

それなら土塁を、西に向けて少しでも伸ばして復元するなら、

一部を断面表示にするなど共通理解に向けて表現を工夫しないと

誤解が広まるという問題がある。 

小野委員 今の議題は遺構・建築物のまとめということになっているので

すけど、これまでの数回は遺構・建造物について、保存を２段階

に分けてどうするかという話をしてきたのは理解しているのです

が、そのまとめからすると今日の話は２段階３段階も飛躍してい

るというのが率直な印象です。いずれこれはやらないといけない

のは間違いないのですけども、ただこういう絵を描いてしまう

と、どうしてもこれを出発点に考えがちであり、私も波多野先生

と全く同じ感想です。この園路と書いてあるものが、あくまで利

用上、活用上のルートに見えるのですけども、やっぱりその前に

どういうふうに使われていたかというのが難しいにしても、もう

少し研究されて、当時は園路ではなくて通路と言ったのかわかり

ませんが、そういう情報を少なくとも集める努力はして、その上

で要は保存と活用両方を考えた上でのこの動線というのが出てく

るべきと思います。今日の話は何か突然活用のほうからの動線と

いうのが出てきてしまって、今までの議論とちょっと断絶してい

るかなというのが率直な所です。品田さんのほうから先ほどラン

ドスケープは、その活用のほうでという話もあったのですけれど

も、ランドスケープというのも、地表面が舗装面なのか土なの

か、土ならば植栽があるのかないのか、それがランドスケープな

ので、ランドスケープも保存に非常に関わってきます。ここの色

のついてないところは全部史跡地ですので、それも含めて、ラン

ドスケープとして保存のことも考えた上で、保存と活用、両方の

方針が決まった段階で、この動線をどうするという話になってく

るのだと思います。 

それがなしにいきなりこの件をやってしまいますと、ちょっと

おかしな議論になってしまうのではないかと思います。 

波多野委員長 小野先生のおっしゃってくださったことと、それから僕が最初

に品田さんに伺ったことは極めて共通していて、やっぱり飛んで

しまったのですよね、間がなしに。 

板橋区としてこの史跡をどう整備するかというときに、遺構で

あるということの第１と、それから、活用という間をどうつなぐ

かという物語が若干説明不足であるという気がします。 

その辺もこれから皆さんと一緒に僕も努力して埋めていきたい

と思います。 

斎藤委員 行って来いをしないとなかなか定着していかないものですか

ら、今回やっていただいた作業は、ある意味では、与条件をまと

めていくという意味ではインパクトがあったと思います。ご意見

があったように、保存の問題と活用の問題にどうやって調和させ

るシナリオにしてくのかとかいうのは、多分いろいろなところで

まだギャップがあるので、そのたたき台としてこれからイメージ

しやすくなるのかなというふうに思います。 

私は、全体のこの施設、南含めて一体的にどうやって見せたら

いいかということをいつも考えてきたのですけども、例えば加賀

公園の大きな山のところに、以前事例で示したようにスロープで

スパイラルの動線を作り空中に浮かして、樹間の中を回遊させる
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と、スパイラルの展望台になるのですね、南北共全体が見渡せる

視点を創り出すことができると思います。 

また私は５年前ぐらいにここの敷地に初めて来たときに、北側

と南側をはさんだ川そして桜、この両方である時期にはライトア

ップを、また桜のシーズンは桜のシーズンで様々にこの一体感を

演出できるような、川を挟んで両方が対面する劇場空間ができる

ような、何かランドスケープで工夫できないのだろうかと、本体

にはさわらないで、そういう環境づくりができないかと考えてき

たのですけど、なかなかそこに、こういう素案が定着してくると

戻りきれない。これは史跡公園の保存ですから、そこまで手がつ

けられない。でも活用という意味では何か工夫が欲しい。 

今のベンチを参考に書いてくださっているのですけど、これを

やってしまうとベンチが史跡公園のイメージになってしまう。い

ろんなことがあって、先ほどのようなものを慎重に考えていく

と、何かこうイメージの原点が欲しいなと、そこまで戻れるとい

いのだけれどもと思いながら伺っていました。 

もう１点だけ、この加賀公園も大きな山のところに、例えば掘

り込んでトイレをつくるとか、要はこのわずかな史跡の中にサー

ビスのためのトイレとか、維持管理する職員のためのトイレとか

そういうものを加えられていくのが非常に残念なのですね。それ

だったら何か活用のほうで使っていけたらいいなと。それだった

ら史跡公園の中での利用として半地下、山の側面を掘るだけで、

中に取り込んだ半地下トイレとかサービスの貯蔵庫とか、そうい

うこともできないのだろうか、何かそういう原理みたいなものが

出ない、であればどうしよう、そういう議論を今まであまりされ

てなかったので本当はそこまでさかのぼるといいと思いました。 

また飯田橋の再開発の中で、あそこが操車場だったものですか

ら、前に私が写真をお見せしたと思うのですけど、レールをうま

く模してその軌道敷と広場のタイルとが調和したあるパターンを

作っているのですけど、先ほどの史跡としての保存すべき通路、

もともとあった通路と、今度管理のために必要な通路は、同軸で

も何かパターンを変えたりして共存できてこの園路の部分はもと

もと利用されていた通路、これは後から追加した管理用の通路み

たいな利用の色分けの仕方もあるのかなというふうに思って伺っ

ておりました。 

波多野委員長 他にどうぞおっしゃってください。 

槌田委員 私も斎藤先生と同感なのですけど、もちろん保存はすごく大事

なのですけども、やっぱり保存と活用で両方考えていかないとい

けない。なかなか今まで活用の部分の論議が進んでなかったのが

残念なのですけど。やっぱり活用を考えてこういう計画も立てな

いといけないと思っています。 

例えば、どこまでフェンスで囲むのかと思っていたのですが、

今の案だと青い点のところをフェンスで囲って、他の部分は公園

として今の加賀公園の延長みたいな感じになりますよね。これは

これで一つの案としてあると思いますが、それでいいのかなとい

うのもありまして、というのはもともと何のためにこういう公園

を整備するのかというのは、これを板橋のランドマークにして、

多くの人が来て板橋区民の誇りになるようなものにしようという

大前提のコンセプトがあったのです。果たしてそれになり得るの

かなというのが、私の心配なのです。 

右下のところは一般的な公園にして、これは区民の憩いの場に

はなるだろうけども、何か一般的な公園になってしまえば、これ
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が区民の誇りになるのか。これで人を１００万人呼ぼうという論

議もあったわけで、１００万人の人が来るのですかと思うので、

そういう活用をどうするかというイメージを持った上で、またど

ういうふうに整備していくかということもやらないと、なんかど

んどん整備が進んじゃって活用がどんどん後回しになって、最後

にはあまり人が来ませんでしたとなると、それは寂しいしよろし

くないと思いますので、やっぱり活用をしっかり今からでも論議

するべきじゃないかと思います。 

私の個人的な意見ですけども、塀なんかは全部囲っちゃってい

いのではないかな。もう入れないようにするのです。全部有料施

設。その代わりものすごく魅力的なものにしますという方が区民

の誇りに繋がりやすいのではないかと思います。昭和記念公園、

国営の公園だって有料で入れませんね。そういうものだってあっ

ていいのではないかと思うので、その辺のどう活用するかという

論議を今からやった方がいいのではないかと思います。 

事務局（品田） 委員の皆様、いろいろとご意見をいただきましてありがとうご

ざいます。 

活用の話が出ましたけれども、公園にすること自体が史跡の活

用なので、この辺は皆様と意識を共有していきたいと思っていま

す。まず史跡として守る、囲って、先ほど一義先生からは囲う部

分が少なくてもいいのではないかとご意見もいただきましたし、

まず前提としてここだけはきちんと守っていこう、夜中開けてお

いたら棄損が発生するかもしれないという状況もありますので、

まず遺構の集中部分についてはきちんと守っていこうというのが

事務局としての考えで、線を引かせていただきました。 

また史跡の中の活用、いわゆる公園部分、それから展示活用、

実際に史跡を活用して、ラーニングであるとかそういったところ

もやっていくというところもあると思いますので、これについて

は、史跡の保存の部分と別の枠で議論をさせていただきたいと思

っておりまして、来年度以降やっていきたいと思っています。 

時間もあまりないところではあるのですが、この後の遺構・建

造物整備計画が本来の今回の議題になりますので、そのあとの部

分をぜひ進めていただいて、皆様のご意見もお聞きしたいと思っ

ているところでございます。Ａ地区、Ａ’、Ｂ地区というところ

のそれぞれの計画が出ておりますので、そこをやっていただきた

いと思います。 

今のご意見につきましては受けとめまして、今後の議論に生か

していきたいと考えております。 

波多野委員長 わかりました。次に進めるのですけど、もう１つ気になってい

ることがあります。それは鉄道の軌道敷についてここで書いてあ

るということは、Ａ’は加賀公園としての整備をするのではなく

火薬研究所としての整備をする。そこにたまたま加賀公園が残っ

ていたっていうふうに区が立場を決めたということになる。その

覚悟でいいですか。 

事務局（品田） 

 

先生のおっしゃる通りでして、軌道敷跡につきましては、復元

というか、この後土地の話をさせていただこうと思うのですが、

なるべく広いところで、長い距離で遺構を表現したほうがいいだ

ろうと考えております。南側については、明治時代から軌道敷が

ずっと敷設されていたというところは区としてきちっと表現をし

なくてはいけないと思います。 

加賀公園っていうのは、そのあとの実際の整備の中で出てきた

概念でございますので、基本的には公園活用としての意味での整
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備というのもあるのですけれども、基本的には軌道敷があったと

ころの表示をするのは、区のスタンスでございます。 

波多野委員長 同じように加賀公園の右端です。右端の部分っていうのは、こ

の公園整備で大きく改変されている。すでに加賀公園には陸軍火

薬製造所時代の遺構もないから、ここで大胆にこの線を引いてい

いよという覚悟ですか。 

事務局（品田） 本来はもうちょっと高いところに当時のグランドレベルがあっ

て、こちらの軌道敷きがちょっと切れたあたりからずっと２から

３メーターほど下がっていって、王子新道とも面が合っているよ

うな状況になっていますが、本来健全な精神であれば、ここはき

ちんと高さを合わせたほうがいいだろうと考えております。私も

その意見をこの会議内で言ったのですが、その際にもここは公園

の活用を基本的には優先して、公園としての機能を生かしていこ

うというお話に確かなったと思うのですが、ただ状況としてここ

はもっと高いところで、王子に抜ける軌道が残っていたっていう

ところもありますので、本来は続いているということを表現しな

いといけない部分であると思います。 

その辺のところが物理的に可能なのかどうか、これは今後の公

園としての活用の議論の中で進めていきたいと思っております。 

波多野委員長 写真も残っていますのでぜひ検討してください。重要なポイン

トだと思います。 

では先へ行ってよろしゅうございますか。 

文化財保存計画 

協会 木下氏 

それでは引き続き遺構・建造物整備計画の説明をいたします。

各地区の遺構・建造物について説明をいたします。 

まずＡ地区ですが、燃焼実験室につきましては保存修理、これ

は維持修理がメインになりますけれども、そこに一部復原と書い

てありますのは、今北側の２階に本来あった開口部がふさがれた

状態になっておりますので、ここは資料調査等の結果によります

けれども復原をしていきたいと思っております。活用としてこの

部屋の内部をガイダンスなり研究室として使うということになっ

ておりますので、当然そうなるとトイレが必要になってきます。

階段下に今ありますけれどもそれだけでは多分足りないだろうと

想定されますので、１階か２階のどこかの部屋をトイレとして改

修をして利用する方がいいと思っております。 

それから銃器庫ですが、基本的には倉庫として利用します。基

本的には傷んでいるところありますので、維持修理を今後やって

いくということです。 

爆薬製造実験室ですが、曳家をして現状の位置に据えられてお

りますが、現状は周辺の地盤面より７０～８０ｃｍほど高くなっ

ておりまして、建物の基礎がそのままあらわになっている状況で

す。これは本来の姿ではありませんので、できれば周辺の地盤面

に合わせたところまで建物を下げて、かつ１８０度回転した向き

に変わっておりますので、本来の向きと合わせた上で再据付けを

したらどうかとしております。 

常温貯蔵室ですが、ここも現状維持修理をいたします。一部建

具がなくなっているところがございます。これは今後、全部復元

するのか一部するのか、そのままかっていうところは今後議論し

ていかなくてはいけないところになると思います。 

それから加温貯蔵室です。これも基本的には維持修理、保存修

理をベースにします。それから北側につきましては現在のシャッ

ターが取りついております。隣の窓も今塩ビ等でふさがれている

状態ですので、本来の姿ではないことはわかっておりますので、
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ここも調査結果次第にはなりますけれども、この部分も含めて復

原をしたらどうかと思っておりますし、内部については急な雨宿

りに利用できるのではないかと思いますので、休憩所を兼ねた施

設内部の公開という形で考えたらどうかと思っております。 

それから試験室６７２ですけれども、今後受付を設けるかどう

かによりますが、必要ということであれば、ここの１室を部分的

に受付として利用したらどうかと思いますし、受付と倉庫でも利

用できると思っております。 

それから試験室２、これは５５２という番号ですが、これも基

本的には維持修理をして内部を倉庫として利用したいと思ってお

ります。 

それから擁壁ですけれども、これも耐震診断をしてＮＧが出て

おります。当然修理をするとともに構造補強をやることになろう

かと思いますので、その補強案の提示をいたしますので先生方に

ご意見をいただければと思います。 

それから遺構ですが、先ほど少し説明がありましたように軌道

敷跡の遺構が確認されておりますが、ここは細かい仕様まではま

だですので、平面表示という形の整備手法を取ったらどうかとい

うところになります。 

それから土塁の遺構復元で、部分的には現状の土塁もかなり傷

んでいる状況が確認されますので、ここの修理をやりつつ、土塁

の復元が入ってくると思いますけれども、復元については慎重な

調査結果次第という形になろうかと思います。 

それから弾道菅ですけれども、これも一部壊されている部分も

ございますし、傷んでいるところも結構全体的に見受けられます

ので、ここも周囲を維持修理するといったところになりますし、

壊れたところについては、復元という形で戻したらどうかという

案として出しております。 

遺構の④ですけれども、発射室基礎の部分になりますが、ここ

はコンクリートの基礎がそのままあらわれている状態ですので、

これは基本的に露出展示という形で展示をして見せる形にしたい

と思いますので、コンクリートについては傷みがあるところにつ

いては修理しつつ、表面ついては何らかの強化をして保存をして

いきたいと思います。 

それから銃器庫の東側に建物があったことがわかっております

が、壊されてなくなっております。取りついていたときの痕跡は

残っておりますので、資料調査に基づいたところでの東側建物の

平面表示がメインなのかというふうに思います。 

それから防火水槽が現存しておりまして、これも保存修理、維

持修理をします。ここで考えなければいけないのが、防火水槽で

すので水がたまります。現状では抜け切れておらず今後もたまっ

ていく可能性もありますので、このあたりで転落防止策等は必要

になるだろうというふうに思いますし、たまった水をどうするか

というところは課題として残ると思います。 

それから７番目の加温貯蔵室の基礎が現存しています。これも

特別な仕様になっているということは調査でわかっておりますの

で、ここは盛土保存ということではなくて、露出展示して見せた

らどうかと思っております。当然ながら今の仕様の修理かつ何ら

かの保護する施設、覆屋が必要になることも考えなければいけな

いと思っております。 

それから煉瓦塀の西側に一部基礎が残っております。これも保

存して修理することになります。この部分については、露出展示
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をする形で考えております。 

それから次のページ、Ａ’の今の加賀公園。 

土塁につきましては、調査結果によりますけれども北南の復元

をするという形で考えております。 

射垜もまだ全体が解明されておりませんので、調査結果により

ますけれども復元の方向で考えておりますし、今見えている部分

につきましても傷んでいる部分がありますので、その部分は積極

的に保存修理を行っていくということにしています。 

それから、北面に一部法面のコンクリートの壁が残っておりま

す。この部分だけを見て何の遺構かということはわかりにくいと

思いますので、修理しつつそのまま展示しながら、下の常温貯蔵

室の位置がわかればそこをセットにしてここの説明をしたらどう

かという形で考えております。 

それから、理化学研究所のＢ地区になりますが、建造物で東か

らＢ棟になります。これも耐震診断をしまして、ＮＧが出ており

ますので、今後耐震補強が必要になってくるわけですけれども、

傷みも激しいところも部分的にありますので維持修理を行ってい

くということを考えております。 

もうひとつ、このＢ棟につきましては北側の本来の出入口に庇

がそのまま残っておりますが、庇の位置に建具がない部分もござ

いまして、改変されて位置がずらされているところもありますが

本来の姿ではありませんし、なかなかわかりづらくなる部分でも

ありますので、この部分にはある程度資料その他に基づいて復元

を考えたいと思っておりますし、内部の後から取り付けられた間

仕切りにつきましては、これも解体をして本来の当時の３区画の

空間をあらわしたらどうかという形で考えております。 

今年度、雨漏りの修理で、一部部屋の天井を解体しましたとこ

ろ、当時のものと思われる天井が見つかりましたので、これをそ

のまま保存して見せる形で、空間を体感してもらえればというふ

うに思っております。 

それからＣ棟ですけれども、これも基本的には維持修理が必要

になります。この部分についても、耐震診断でＮＧが出ておりま

すので、耐震補強が必要になっていくと思いますし、北の窓につ

きましては、後の設備等の配管等で欄間の部分が壊されて、ベニ

ヤを張られているところもありますので、このあたりは確認をし

ながら一部でも復元をして本来の姿に近づけたいと思っておりま

す。 

それからＤ棟です。煉瓦造で一番古い建物になりますが、これ

も基本的には一部維持修理を基本にします。この部分についても

耐震診断でＮＧが出ておりますので、補強が今後必要になってく

るだろうと思います。それからここの部分の玄関に今、ポリカー

ボネイトの庇の屋根が取りついていますけれども、当初と思われ

る庇の鋼製の受材も残っておりますし、位置等も痕跡で確認でき

ますので、このあたりは玄関ですので、屋根を復元したらどうか

と考えております。 

それからＥ棟ですけれども、ここも基本的には維持修理で、一

番西の端に小さいですけれどもトイレがございますし、ここはも

う、後からのトイレではありますけれどもこれをうまく改修をし

て、小さいですけれども利用できるようにしたらどうかと思って

おりますし、西端の部屋の廊下から入る間仕切り壁が大きく壊さ

れておりますので、ここは調査を進めつつも壁の復元をしたほう

がいいと思っておりますし、その隣の部屋もスタイロフォームで
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間仕切りをされております。本来は２室１室の空間であったとい

うのはわかっておりますので、今後このスタイロフォームの壁を

どうするかというところは、先生方のご意見をいただきながら進

めていくことになると思います。 

それから建物ですけれども、Ｃ棟の南側に小さい物置がござい

ます。木造ですけれども壁天井とも小波鉄板葺きになっておりま

して、非常に傾いてはいるのですけれども、本来からの建物では

ないということから、この部分については解体撤去という形で考

えています。 

それから東側にマイクロ加工棟というのがございます。鉄骨造

の平屋建てになりますが、ここは先ほどお話しましたように、一

部解体をしてトイレと休憩場あたりに利活用できないかと思って

いるところです。 

それから遺構ですけれども、Ｂ棟南側に少し窪地を形成した地

形が残っております。非常に重要な要素でございますので、傷ん

でいるところについては、修理をしつつ斜面については安定する

補強を考えたいと思っております。 

それから東側との段差の際に、コンクリートの擁壁８０センチ

ぐらいの高さの擁壁がありますが、大木の根に押しやられて割れ

ている部分がございます。この樹木も保存するようになっており

ますので、ここを壊れたまま修理するのかどうするかっていうと

ころは、また先生方のご意見をお伺いしながら決定をすることに

なるだろうと思っておりますし、またこの建物周りに排水溝がと

られているのですけれども、今現状はうまく排水が取れているか

どうかというのはあやしいところがございます。史跡地内の安全

衛生を考慮したときには、ここを確実に排水が取れるように修理

なり改修は必要になってくると思っております。 

遺構２の広場ですが、この部分については宿舎の遺構の基礎の

部分が確認されております。現状レベルで出ておりますので、現

状面がほぼ遺構面として考えていいのではないかと思いますし、

この部分については盛り土し保存をしたらどうかと考えておりま

す。 

それから、Ｄ棟の前に爆破試験用コンクリートアンカー、円形

のコンクリート製の構造物がありますけれども、一部鉄筋があら

わになってさびついているところもありますので、こういったと

ころは早めにさび止めなり修理をして、基本的には露出展示とし

て見せる形になろうかと思います。 

それから井戸ですけれども、同じように修理をして、そのまま

の位置で展示、保存をするという形になろうかと思います。 

それから５番、Ｂ棟の南側の低い地盤面のところに中性子線観

測所土台の煉瓦造の基礎が残っております。表面が少し傷んでい

て粉状になっている部分等もございますので、このあたりは修理

をしつつ、かつ表面の強化を図った保存を考えたいと思っており

ますし、これはこのまま露出、そのままの状態で展示、活用する

形になると思っております。 

それから１０ページに、全体がどういう構成になっているかと

いうところで、断面図を書いております。ＡＢＣの３断面ですけ

れども、石神井川をはさんで右側が理研側、左側が野口研究所側

になっておりまして、現状がこういう状況になっております。そ

れからＢ断面は、同じように土塁を挟んで弾道管と試験室があっ

て煉瓦塀の基礎が残るという形になっております。それからＣの

断面が石神井川及び築山の現状の断面を表しております。下が理



令和７年３月３１日 

第５回 史跡陸軍板橋火薬製造所跡整備専門委員会 

 

１９ 

化学研究所の南側から見たところの立面という形になります。参

考程度に断面図を載せさせていただきました。 

先ほどトイレの話が出たかと思いますので、今後どうするのか

というのはまた協議していかなくてはいけないのですけれども、

理化学研究所の内部を活用することになっておりまして、そうす

ると、修理・活用と考えたときに一番西側の小さいトイレしかご

ざいませんので、できればどこかに、この建物の部屋の一部をト

イレという形で使うことも候補としてあると思っております。そ

のあたりも今後詰めていくことになると思っております。 

波多野委員長 はい。時間の制約がありますので、この辺で文化庁の小野さん

にお話を伺えたらと思うのですがいかがでしょうか。 

文化庁小野調査官 発言の機会をいただきましたので、私のほうでお伺いしており

ました内容、また資料等に基づいて気になった点を何点か申し上

げさせていただきたいと思います。 

今回の議論の中で、この（２）番の（３）というのは大きな内

容だったとだろうと思います。今後の整備でランドスケープ、そ

れからグランドデザインを決めていく中で、相当大きな議論がま

ずたたき台としてお示しになられたところなのだと思って拝見を

しておりました。 

当然保存が主体となって、建物等の遺構の保存も重要なことで

ございますが、やはり途中で東京都の平田さんがおっしゃられて

いたように、この史跡という地面のところで何を見せるか、何を

語るべきなのかというのを順に示していくのがこの全体計画であ

ろうと拝見しておりました。それにおいて、例えば総じて申し上

げることというのは、まず令和３年度に整備の基本計画をお定め

になっていると思います。我々も、やはりそのレールの先に今現

在地点があるというふうに考えておりますが、その際に計画のア

ウトラインやラフは一旦お示しいただいていると思います。当然

に時点修正やいろいろな事情等で、現在お示しになられている全

体整備計画から、若干その時点修正的に変わっていくことについ

ては、ちゃんと理由があるだとか審議が尽くされていれば受け入

れられるものだと思っておりますが、今回一部意見の中で拝聴し

ておりましたけれども、その変更点、その事由というのが結構変

更点が多い。私も整備計画を今見ながらお伺いしたのですけれど

も、変更点が多い割にきちんとそれらがこういう根拠によって、

とかこういう理由によって変えなければいけなかったということ

が比較できるようになっていないと、何で私たちは令和３年度に

整備計画を定めていったのかというところに立ち返らなければい

けないのかと思う次第です。 

その中で土塁の復元というのが基本になっていたと思います。

これは射垜の両側の築山にまで土塁を復元するところが１ヶ所、

それから北側の土塁にもともとの計画では１ヶ所、東側だけの土

塁の直角にというか垂直に立っている土塁が復元される計画だっ

たのが、今回の計画だともう 1 つ西側に土塁が復元されるといっ

たこと、それらは当然調査を踏まえてその遺構の位置などが確認

されてその直上に表現をされていくものだと思います。必要性も

含めて審議をしていただきたいと思っています。 

あわせて今回のこの整備の中で射垜は、展示とか説明をすると

ころでの整備の核ではないかと私は記憶しているところです。そ

の場合、一部議論にあったと思うのですけれども、発射場からて

くてくてくてく、奥の行き着く先まで行かないと射垜にたどり着

けないような平面計画になっているのですけれども、それで安全
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性とか、防犯的な視認性のことも含めて大丈夫なのかということ

を少し心配しております。例えば元の整備基本計画では、石神井

川の橋のところから射垜に行くところは広く平面で南北に通り抜

けられるようになっておりました。当然それで土塁の表現ができ

なくなってしまうというデメリットはあるわけですが、例えばそ

こを土塁の平面表示等に変えて、射垜に向かって土塁が繋がって

いるのだということで、補完的にそれを表現するといったことも

可能かと思います。地形造成においても、いろいろご苦労がある

ところかとは思いますけれども、どうしてもこの立体物として復

元しなければいけないものなのかどうか、改めてご検討いただけ

ないでしょうか。 

最後に供用後の管理の観点で、一点申し上げたいと思います。 

保存修理が今後も長く続いていきますし、ずっとつき合い続け

ていかなければいけない、建物を中心とした遺構の保存修理が続

いていくことかと思います。特に石神井川南側の、そして東側の

Ａゾーンと言っている部分の様々な要素に対しての保存修理に対

して、今後起こる保存修理は車両等が乗り込んで適切な修理工事

ができるかといった観点から、動線の確保ができているかといっ

た点も考慮していただきたいと思います。 

あと便益施設について一点、Ａ’地区のお手洗いですが現在川

の橋のところから大きく開口している部分にお手洗いがあると思

いますので、今お示しいただいている全体整備計画ではそれより

西側にグレーの網掛けの表示があって、これがお手洗になってく

ると考えているのですけど、それは間違いないですか。 

事務局（杉山） はい。さようでございます。 

文化庁小野調査官 

 

これも整備基本計画では新設と書いてないのですよ。既存のお

手洗いの機能を整備し、改修して存続させるといったような計画

になっていて、最初に申し上げた通り整備基本計画からさっと切

り替えてしまうのではなく、もし新設する必要性が出てきたとい

うことであればそれをきちんと踏まえて委員会にお諮りするべき

ではないかと思います。現状では元の計画からどんどん乖離して

いってしまっていると思います。 

最後にちょっとリクエストなのですけれども、鉄道軌道の表示

ですが、これは当時の鉄道が外部とやりとりをするための機能か

と思います。今の整備の図面を見ていると、この何メートルかで

完結してしまっている、断絶した線路のように見えてしまうの

で、何らかの表示方法でもって連続性を表示してないとここと何

をやりとりしなければいけなかったのか、ここの鉄道をもって行

き来させなければいけなかったのかということを語らせるための

重要な要素だと思っているので、表示方法等についてもご検討い

ただければありがたいと思いました。 

波多野委員長 どうもありがとうございました。後半の説明に関しては私が積

極的に協力をしたいと思います。というのは後半の説明の中で、

今までに僕たちが経験してない、日本の文化財は基本的に建築の

質が高いから、腐った部分等を取りかえれば次の何年かは、何十

年か何百年かは生きていける建築物が基本だったのが、たまたま

ここへ来て、極めて品質の悪いコンクリート建築に巡り合ってし

まったわけです。これは保存・修理がそう簡単ではない。ある部

分を、何かを変えないと保存・修理にならないという難しい課題

しかも経験したことない課題を突きつけられると考えていますの

で、ぜひその辺の提案を次回にでもいただきたい。例えば今常温

貯蔵室の屋根にペンペン草が生えており、それをとったら雨漏り
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をする。では今の防水で十分なのかというとそうではない。そう

すると何か新しい保存対策を講じなければいけない。でもそれは

今までの建築をある部分破壊することになる。だから丁寧な議論

で、みんなで確認して少なくともこれでいけるということをお互

いに確認する必要があるということを考えました。 

同時にそれはこの活用後の問題でも、例えば室内を活用する場

合に、建物の本質を壊さずに活用する場合にはどういう工夫があ

るのか。内容ではなくてそれより１歩手前の段階で、間仕切りは

とってもいいのかどうかというようなことから、本体を傷つけな

いためにはどういう加工をすれば展示に使える、活用に使えるの

かというような提案をしていただく。それをみんなが共有できれ

ば、次はこういうふうに使えるのではないかということが議論で

きる。その辺のプロセスを大事にしていかないと、今回区からの

提案でその辺が飛んでしまったために、皆さんは何かこう出てき

ちゃったというか、何かその辺の感覚があったものですから、ぜ

ひその辺をよろしくお願いします。 

今小野調査官がお話しくださったように、例えば軌道敷の連続

性、それは川を渡る方もそうだし、逆に西のほうも連続性がある

し、修理のためのトラックなりの舗装路が必要かもしれない。だ

けど今度は、砲弾は何で運んでいたのかとか、その辺を解いてい

かないと実は機能を説明したことにもならない。その辺もきちん

としていきたいし、それから一義先生が土塁の通路を確保しても

いいのではないかという話を、活用のために必要なのではないか

という話をされましたので、その辺も含めると両側に断面があれ

ば土塁は連続していると普通に理解できるか。あるところで不思

議な話を聞いたことがあって、それは竪穴式住居の断面を作って

中を見せていたら、お母さんが子供に「昔の人は寒かったのだ

よ、吹きさらしだもの」と話したということを聞いたことがあっ

て、なかなか難しいと、専門家として断面を見せていることが通

じないケースは、何かその辺できちんといろいろ議論していかな

きゃいけない、宿題山積みだなっていう感じです。 

次に南岸エリアの地形の復元のことと岩鼻の報告がありますの

で、何かあれば今のうちにおっしゃってください。 

大森委員 理研のエリアでマイクロ加工棟と書いてあるところからＢ棟と

の間の移動は、我々は北側のフェンスに沿った通路を利用してお

りました。この絵ですとその通路がなくなっているように見える

のですが、もしそうなりますと、この南側、石神井川沿いのフェ

ンスに沿って、中性子観測所の土台に下りてまた登るような順路

だけになり大変に思いますので、北側のフェンスに沿った順路、

つまり現状の通路も残しておいたほうがいいのではないかと思い

ました。 

見学時だけの話ではなく、マイクロ加工棟の位置にトイレを用

意するという話もあり、もし利用者がいちいち川沿いの中性子観

測所の土台に降りてトイレに行くことになりますと非常に大変な

ことになってしまいますので、この絵に通路を足すと言います

か、現状の通路を活かしていただければと思います。 

波多野委員長 ありがとうございます。ではちょっと先行かせてください。 

３番目の南岸エリア土地形状についての報告をお願いします。 

事務局（中村） 使う図面なのですが、Ａ３の図面を折りたたんだものが 1 枚入

っておりまして、あとはＡ４でつくったものが５枚ほどついてい

ると思います。こちらの内容をパワーポイントにも映しながら説

明したいと思いますので、こちらの方もご覧になりながら、お聞
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きいただければと思います。 

まず行った作業について、簡単に説明させていただきます。 

１枚目のＡ３の図ですが、明治４０年に軌道敷をつくったとき

の平面図がございまして、こちらの図面と平面図と、あとは昭和

４６年に、加賀公園造成図、造成工事をしたことがございますの

でそこの図面。あとは平成２５年にこちらが史跡になるにあたっ

て測量を行ったことがございましてその時の測量図。あとは令和

以降、何度か試掘調査を行っておりますので、この試掘調査を実

施した時点の平面図、この４枚をすべて１枚に重ねたということ

になります。当然縮尺もいろいろ異なってきますので、王子新道

の幅が一つキーポイントになってきます。そこに合わせて図面の

方と合わせたというところになります。 

この中で、土地の高さや断面がわかるものにつきましては、明

治４０年の軌道敷の平面図と、幾つか番号が振ってありまして、

Ｎｏ１からＮｏ２２、こういったものの中でポイントが落ちてい

るところは、明治４０年時の断面図がついておりましたのでこれ

を使いました。あと加賀公園の造成図につきましては、アルファ

ベットでＡからＺまで、軸線が引っ張ってありまして、この部分

の断面図を作成されていますので、そこと合わせました。 

あとは現況測量図もありましたので、そこに合わせたポイント

を現状の高さでずっと拾っていくという作業を行いまして、この

部分の中でサンプル的にＮｏ１０、１２、１７、１８、１９を拾

って断面図を作成しました。 

これでつくった図は、まず 1 回サンプルで作ったものになりま

すがＮｏ１０で、軌道敷きの高さなどを全部数値通りに合わせて

みたところですが、当時の単位が尺なのか、あるいはメートル法

なのか、尺からメートルに合わせたりということをしたり、あと

は当時海抜を使ってないのではないか、本当にその数字通り重ね

てしまうとこんな形で浮き上がってしまうような図になります。

これですとあまり意味がないので、軌道敷きのレベル感は、おそ

らく当時の地表面が、今の加賀公園の工事の図面とおそらく同じ

だろうと判断しまして、頭の部分をきちんとそろえた形で図を作

りました。 

非常に見づらいのですけれども、この細い線というものが旧地

表面を表示していまして、太い線が一本引いてあるところが現在

の地表面ということになります。砂利が貼ってあるところは軌道

敷きの盛り土で、グレーの部分が軌道敷の切土部分ということに

なります。斜線については、加賀公園の切土ということになりま

す。この中でどういうことが起こったのか読み取れるかですが、

もともとはその一番下の部分が築山のあったころの地表面になっ

ていて、そこに砂利の部分で軌道敷のために盛り土を行いまし

た。そのあとに加賀公園を造成するときにこの斜線部分のところ

の土地を削って、太線のところの地表面になったということにな

ります。 

これがＮｏ１２の図面になりまして、もともとグレーだったと

ころが築山の形になっていましたが、段がつくり出されたという

のがそのあとの時代の改変になります。 

真ん中のところに少し文字が書いてありまして、発掘をしたと

きの図になりますが、その当時のコンクリートの上層はちょうど

公園の造成面のところにありまして、その下に盛り土が１層とか

２層になりますので、この盛り土２や３はおそらく当時の築山の

部分盛り土だったのではないかと考えられます。 
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次の地点は１７番になります。場所が平面的に、弾道菅や軌道

敷きと合わないところがあるので、ちょっと見苦しいところがあ

ります。もともとは大きな土塁があったんですが、土塁を削って

軌道敷の平坦面をつくっているようです。あと一部ちょっと足り

ないところについては、砂利の形の部分のところは盛り土をし、

今の太い部分の地表をつくり出したようです。あとはこちらの地

表面の薄いグレーのところがもともと射垜、弾道菅があったとこ

ろの部分を埋め戻しした土と、あと土塁が高くなっていたところ

を切って今ブランコがあるところの平坦面をつくったというふう

に考えています。 

これが１８番の断面になるのですが、古い図面を見ると平面的

に言うと小さい築山、今の大きな築山だけではなくて幾つか小山

みたいなものがあったようなのですけれども、そこの部分の小山

の部分を削って平坦面をつくっているようです。これもその当時

のものからかなり改変をして、基本的な部分をつくったというふ

うに思っております。 

最後に１９番の断面図ということになります。こちらについて

も小さく築山がありまして、そこの部分を削って平坦面を作って

今の軌道敷の部分を作ったということになるようです。この部分

が、ちょうど煉瓦で作っている擁壁と場所が合っていますので、

そこの部分の高さを合わせてみたんですけれども、奥の築山から

する高さとしてはかなり低いところで終わっているのですけれど

も、もともとの土塁の高さと比べますとあまり変わらないという

ところになりますので、昔の土塁の高さ、当時土塁があったとこ

ろを削ってつくっているようです。土塁の部分を削ってそのあと

の壁をつくり直して、という形だとすれば、土塁の機能に近いよ

うな形で煉瓦の壁があるのではないかというふうに思っておりま

す。 

一応こうした形で５地点について断面図を作成したのですが、

このあと他の地点についても断面図を作っていきたいということ

を考えると、明治４０年の図面と、公園の昭和４６年の時の図面

と、あと現況の高さで図面を作っていけば、当時の地表から明治

４０年の段階の地表面からどのように今の地表面がつくられたの

かが一応追いかけられるだろうと思っておりますので、この南側

の公園の部分、あとは北側の理化学研究所のところについても、

現状の図面と発掘した成果が何ヶ所か、土地の高さがわかる部分

がありますので、そこの部分とあわせ図というものを同じように

作成をして、どのように土地の高さが変化をしていたのかをお示

しできればと考えております。 

波多野委員長 これから重要な課題になってくると思います。 

先ほどの案の中で、軌道敷きの復元がある程度提案されていま

したが、そしたらそれは空中に浮くわけにもいかない。盛り土し

て戻すのかどうかというようなときに、正確な地形の復元ができ

て、その部分でこれとこれはできる、これはできないっていうの

は、答えとして仮の話じゃなくするべきですから、それはこれか

ら期待したいと思います。 

事務局（品田） 今回これをお出しした理由というのが、以前軌道敷については

当時の仕様があるし、復元できるだろうというお話をさせていた

だいたのですが、その際に小野先生から、当時の高さをきちんと

復元できるのかというお話をいただきまして、実際に復元するの

であれば現状の高さと当時の高さを見比べる必要があるだろうと

いうことで、こういうものを作成したというところになります。 
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今ご覧なった通りで、まだ現状の高さが当時の高さであるのか

というのはわからない状況ですので、現時点ではなかなか復元と

いうのは難しいのかなと考えております。 

ただ軌道敷きがあったという平面表示をしたいと考えておりま

すので、現状では平面表示をするという内容を整備方針として出

させていただきました。 

今後の調査によって、復元できるのかどうかはやっていきたい

と思いますので、ご協力をお願いしたいと思います。 

波多野委員長 何か質問等はよろしゅうございますか。 

では岩鼻をちょっと省略させていただき次回に回させていただ

いて、その他の連絡等をお伺いしたいと思います。 

事務局（雨谷） 区からご報告がございます。 

今日で令和６年度が終了でございますけども、令和７年度の事務局

の体制に変更が出ましたのでそのご説明でございます。 

まず史跡公園の担当課長でございますが、７年度につきましては、

現在担当係長でおります品田が担当課長として着任をすることになりま

した。そして、新たに担当の係長として、鈴木が新しく他の部署からの

転入で、史跡公園の担当係長になるということで、来年度につきまして

は品田課長、それから鈴木係長、この体制で事務局を運営していきたい

と思ってございますのでよろしくお願いいたします。 

波多野委員長 最後に他にございますか。 

事務局（品田） それではもう１つ、来年度以降のこの会議の内容に繋がってく

るところになりますが、先ほどお話しました建造物、遺構等の保

存は非常に重要なお話で、特に北側の理化学研究所から遺構・建

造物の整備の基本設計に令和７年度から入っていきますので、先

ほど壁を抜くなどの話もありましたけれども、どう保存していく

のか、どう耐震補強をやっていくのかという話を引き続きやって

いきたいと思います。 

その他に、活用としてまず 1 つはランドスケープの話で、当時

の動線の話と、活用としての動線の話や、便益施設の話等々、ラ

ンドスケープのお話もさせていただきたいと思います。その他、

実際にラーニングとして何をやるのか、産業ミュージアムについ

ては別途会議が設けられて、そこで活用についての理化学研究所

の内容が出てきますので、この内容につきましても当委員会でお

話をさせていただきたいと思っております。 

現状やっている内容の継続で、来年度以降も委員会を続けさせ

ていただきたいと思っておりますが、実はこの委員会委員の委嘱

時期が本日３月３１日で終了とになります。先だって波多野先生

にはご相談したのですが、差し支えなければこのまま継続で、こ

れらの保存活用保存の部分、ランドスケープの部分、それから展

示ラーニングなどの活用部分といったところを、当委員会で引き

続き審議させていただきたいと思っておりますので、委員の皆様

におかれましては、改めて我々の方からの依頼状をお出しさせて

いただきたいと思っておりますが継続して委員にご就任いただけ

ればと思っておるところでございます。 

まず依頼文をお送りさせていただきたいと思いますので、それ

についてお答えをいただきたいと思っております。それから次の

委員会で、委嘱状等々をお渡ししてそこから再度スタートという

形にさせていただきたいと思っているところでございます。 

併せて次回の会議の設定を今のところやっておりませんけれど

も、改めて先生方のご意見をお聞きしながら次の１回目の予定を

決めていきたいと思っておりますので、その点も含めましてどう
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ぞよろしくお願いしたいと思います。 

波多野委員長 どうもありがとうございました。 

 


